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お知らせ
知
教
育
チ
ャ
イ
ム
を

鳴
ら
し
ま
す

　

３
月
27
日（
木
）～
４
月
７
日（
月
）

の
午
前
10
時
・
午
後
５
時
に
教
育

チ
ャ
イ
ム
を
鳴
ら
し
ま
す
。

　

児
童
・
生
徒
の
み
な
さ
ん
、
春
休

み
中
も
規
則
正
し
い
生
活
を
送
り
ま

し
ょ
う
。

◇
問
合
せ
先

　

学
校
教
育
課

　

☎
52
‐
５
８
１
２

浄
化
槽
設
置
経
費
を

補
助
し
ま
す

お知らせ
知

　

河
川
を
美
し
く
保
つ
た
め
、
町
で

は
、
合
併
浄
化
槽
設
置
者
に
対
し
て

設
置
経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

◇
対
象
と
な
る
も
の

こ
れ
か
ら
浄
化
槽
の
設
置
に
着
工

し
、
平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で
に

完
成
す
る
も
の
（
専
用
住
宅
用
に

限
る
）

◇
対
象
地
域

【
補
助
Ａ
】　

公
共
下
水
道
認
可
区

域
を
除
く
地
域

【
補
助
Ｂ
】　

公
共
下
水
道
認
可
区

域
内
に
お
い
て
平
成
28
年
３
月
31

日
ま
で
に
下
水
道
工
事
が
見
込
め

な
い
地
域

◇
補
助
金
額

　

５
人
槽　
　
　

33
万
２
千
円

　

７
人
槽　
　
　

41
万
４
千
円

　

10
人
槽　
　
　

54
万
８
千
円

◇
受
付
期
間

　
【
補
助
Ａ
】

　

４
月
１
日（
火
）～
12
月
26
日（
金
）

※
予
算
の
範
囲
内
で
随
時
受
付
を
行

い
ま
す
。

　
【
補
助
Ｂ
】

　

４
月
１
日（
火
）～
５
月
30
日（
金
）

※
予
算
に
対
し
て
申
請
者
多
数
の
場

合
は
、
抽
選
と
な
り
ま
す
。

◇
申
込
方
法

町
民
福
祉
課
環
境
係（
⑤
番
窓
口
）

に
備
え
付
け
の
書
類
で
申
し
込
む

◇
問
合
せ
先

・
町
民
福
祉
課　

環
境
係

　

☎
52
‐
５
８
１
０

・
建
設
課　

下
水
道
管
理
係

　

☎
52
‐
５
８
１
７

　

平
成
26
年
度
の
固
定
資
産
課
税

台
帳（
名
寄
せ
帳
）が
閲
覧
で
き
ま
す
。

■
期
間

　

４
月
１
日（
火
）～　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

６
月
２
日（
月
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

　

※
土
・
日
、
祝
日
を
除
く

■
場
所

　

税
務
課
窓
口

■
確
認
で
き
る
内
容

◇
課
税
台
帳（
名
寄
せ
帳
）

納
税
義
務
者
の
住
所
、
氏
名
、

所
在
地
番
、
面
積
、
評
価
額
、

税
額
な
ど

◇
縦
覧
帳
簿

・
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

所
在
、
地
番
、
地
目
、
地
積
、

評
価
額
な
ど

・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

所
在
、
種
類
、
床
面
積
、
評
価

額
な
ど

■
対
象
者

①
納
税
義
務
者
ま
た
は
同
居
の
親
族

②
納
税
管
理
人

③
納
税
義
務
者
の
代
理
人

④
借
地
人
・
借
家
人
等
（
使
用
ま

た
は
収
益
の
対
象
と
な
る
部
分

の
固
定
資
産
に
限
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
契
約
書
等
の
提
示
が
必

要
で
す
）

※
④
は
閲
覧
の
み

■
必
要
な
も
の　

印
鑑（
認
め
印
可
）

※
代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
が
必

要
で
す
。

※
身
分
証
明
書（
運
転
免
許
証
、
健

康
保
険
証
な
ど
）
の
提
示
が
必

要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
手
数
料　

無
料

※
コ
ピ
ー
は
１
枚
に
つ
き
20
円
。

た
だ
し
、
縦
覧
帳
簿
の
コ
ピ
ー

は
で
き
ま
せ
ん
。

■
評
価
額
に
不
服
が
あ
る
と
き
は

　

固
定
資
産
評
価
額
に
不
服
が
あ

る
と
き
は
、
固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
（
町
役
場
総
務
課
内
）
に

対
し
て
審
査
の
申
出
が
で
き
ま
す
。

　

申
出
期
間
は
、
納
税
通
知
書
の

交
付
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
60
日
以
内
で
す
（
審
査
の

申
出
は
、
土
・
日
、
祝
日
は
で
き

ま
せ
ん
）。

固
定
資
産
の
閲
覧
お
よ
び
縦
覧
に
つ
い
て

固
定
資
産
の
閲
覧
お
よ
び
縦
覧
に
つ
い
て

問
税
務
課　

資
産
税
係　

☎
52
‐
５
８
０
４
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○
手
数
料

　

１
回
に
持
ち
込
ん
だ
重
量
に
応
じ

て
、
左
記
区
分
の
５
㎏
当
た
り
の
単

価
を
乗
じ
て
計
算
し
、
１
０
０
円
未

満
を
切
り
上
げ
た
額（
税
込
）

◇
問
合
せ
先

　

周
東
環
境
衛
生
組
合

　

☎
22
‐
２
２
７
０

2

３月24日から新設９基の

防災行政無線の放送を開始します

　町では、防災行政無線デジタル化を進めています。25年度は、既設20
基のデジタル化と９基の防災行政無線を新設しました。
　この新設９基について３月24日（月）から放送を開始します。
　主な放送内容は次のとおりです。なお、26年度にも１基を新設し、事
業が完了すると全体で39基での運用となります。

問　町役場総務課総務係　☎５２-５８０２

○新設箇所
①吉井、②大田、③瀬戸（竹部）、④大内公園、⑤木地、⑥大波野上、⑦上八海、
⑧下八海、⑨浜城集会所

○主な放送例
（１）火災発生・大津波警報等の発令時

電子音によるサイレンを吹鳴し、その後、火災や大津波警報等の災害概
要を放送します。（この他町内５カ所のモーターサイレンも吹鳴します。）

（２）避難所開設情報や避難勧告等の放送
台風接近や豪雨などに伴う避難所の開設情報を放送します。また避難勧
告が発令されたときには災害発生情報と避難等に関する緊急情報を放送
します。（サイレンを吹鳴する場合もあります。）

（３）ミュージックチャイム（１日２回）
正午は「田布施町歌」、午後６時は「ふるさと」を放送します。（夏休み等
の教育チャイムは午後５時に放送します。）

（４）その他緊急に町民の方にお知らせする放送

○放送が聞き取りにくい場合
　☎５１－４０１１で放送内容をお聞きいただけます。（通話料がかかります）

防災・防犯メールでも同じ情報を発信します。（登録は町ホームページを参照
してください。）

➡
①破砕機使用　②木くず 現行

100㎏以下 78円
100㎏超～ 200㎏以下 89円
200㎏超～ 300㎏以下 100円

300㎏超 112円

改定後
80 円
92 円

103 円
115 円

③破砕機未使用 現行
100㎏以下 52円

100㎏超～ 200㎏以下 60円
200㎏超～ 300㎏以下 67円

300㎏超 75円

改定後
53 円
62 円
69 円
77 円

➡

　

４
月
１
日
か
ら
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
率
が
８
％
に
引
き
上
げ
ら
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
可
燃
ご
み
処
理
手

数
料
の
現
行
料
金
に
３
％
が
加
算
さ

れ
ま
す
。趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

可
燃
ご
み
処
理
手
数
料

が
変
わ
り
ま
す

お知らせ
知
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危
険
物
取
扱
者
試
験

と
準
備
講
習
会

試  験
試

■
危
険
物
取
扱
者
試
験

◇
試
験
日　

６
月
15
日（
日
）

◇
試
験
会
場

　

光
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部
ほ
か

※
光
地
区
会
場
で
丙
種
の
受
験
は
で

き
ま
せ
ん
。

◇
受
験
手
数
料　

・
甲
種　

５
０
０
０
円

・
乙
種　

３
４
０
０
円

・
丙
種　

２
７
０
０
円

■
準
備
講
習
会

◇
対
象　

乙
種
４
類
の
受
験
者

◇
日
時　

５
月
30
日（
金
）

　
　
　
　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

◇
場
所

　

光
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部

◇
受
講
料　

・
光
地
区
防
災
協
会
加
入
事
業
所
の

受
講
者　
　
　
　
　

４
０
０
０
円

・
右
記
以
外
の
受
講
者  

７
０
０
０
円

◇
定
員　

50
人
（
先
着
順
）

■
共
通
事
項

◇
願
書
受
付
期
間

・
書
面
申
請
、
準
備
講
習
会

　

４
月
11
日（
金
）～
４
月
22
日（
火
）

・
電
子
申
請
（
消
防
試
験
研
究
セ

ン
タ
ーhttp://w

w
w

.shoubo-
shiken.or.jp

）

　

４
月
８
日（
火
）～
４
月
19
日（
土
）

◇
願
書
配
布
・
申
込
先　

　

光
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部
・
東

消
防
署

※
準
備
講
習
会
受
講
希
望
者
は
、
代

金
を
添
え
て
申
込
み
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
せ
先　

　

光
地
区
防
災
協
会
事
務
局

　

☎
０
８
３
３
‐
74
‐
５
６
０
２

お
詫
び
と
訂
正

　

広
報
３
月
７
日
号
８
ペ
ー
ジ

「
田
布
施
町
健
康
増
進
計
画
」

で
「
目
標
値　

50
％
以
下
」
と

あ
る
の
は
「
目
標
値　

50
％
以

上
」
の
誤
り
で
し
た
。

　

お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

　

あ
な
た
の
芸
術
作
品
『
１
点
』
を

健
康
福
祉
祭
に
向
け
出
展
し
て
み
ま

せ
ん
か
？

◇
募
集
作
品
の
内
容

日
本
画
、洋
画
、彫
刻
、工
芸
、書
、

写
真

◇
出
品
の
規
定

・
出
品
は
、
一
人
１
点
（
複
数
部
門

へ
の
出
品
も
不
可
）

・
未
発
表
の
作
品
に
限
る

・
出
品
規
格
は
各
部
門
で
異
な
る
の

で
、
問
い
合
わ
せ
る
こ
と

◇
応
募
資
格

県
内
に
居
住
す
る
60
歳
以
上
（
昭

山
口
県
健
康
福
祉
祭

美
術
展
　
作
品
募
集

募  集
募

○
あ
い
さ
つ
の
大
切
さ
に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
し
ょ
う

○
人
の
話
を
最
後
ま
で
き
ち
ん
と
聞
く
こ
と
を
心
が
け
ま
し
ょ
う

　
　
　
　
　

田
布
施
町
青
少
年
健
全
育
成
町
民
会
議

　
　
　
　
　
（
社
会
教
育
課
内　

☎
52
‐
５
８
１
３
）

　
　

４
月
13
日（
日
）
は
、
家
庭
充
実
の
日

４
月
は「
あ
い
さ
つ
運
動
の
月
」

国
民
年
金
保
険
料
を
払
い
た
く
て
も

都
合
に
よ
り
払
え
な
か
っ
た
人
へ

保
険
料
を
免
除
・
納
付
猶
予
で
き

る
期
間
が
拡
大
さ
れ
ま
す

　

平
成
26
年
４
月
か
ら
、
免
除
・
納

付
猶
予
申
請
の
対
象
は
、
過
去
２
年

１
カ
月
間
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
平
成

26
年
４
月
中
の
申
請
で
あ
れ
ば
、
平※

成
24
年
３
月
か
ら
平
成
26
年
６
月
ま

で
の
期
間
の
免
除
申
請
が
で
き
ま

す
。

　

ま
た
、
学
生
の
人
が
申
請
で
き
る

学
生
納
付
特
例
申
請
も
同
様
に
、
平

成
26
年
４
月
中
の
申
請
で
あ
れ
ば
、

平※

成
24
年
３
月
か
ら
平
成
27
年
３
月

ま
で
の
期
間
の
納
付
猶
予
申
請
が
で

き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
免
除
申
請
を
す
る
期
間

に
離
職
や
災
害
等
が
発
生
し
た
期
間

が
含
ま
れ
る
場
合
、
離
職
等
が
あ
っ

た
月
の
前
月
か
ら
２
年
後
の
６
月

（
学
生
納
付
特
例
は
３
月
）
ま
で
は
、

所
得
が
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
し
て

免
除
申
請
が
で
き
ま
す
。

　

過
去
分
の
申
請
を
さ
れ
る
際
に
、

申
請
さ
れ
る
年
度
の
前
年
所
得
が
申

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
と
納
付
猶
予

お知らせ
知

告
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
申
請
が
で
き

ま
せ
ん
。
ま
た
、
申
請
す
る
期
間
中

に
婚
姻
や
世
帯
主
の
変
更
等
が
あ
る

場
合
は
、
そ
の
前
後
に
つ
い
て
の
所

得
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
平
成
26
年
４
月
２
日
ま
で
に
申
請

さ
れ
れ
ば
、
平
成
24
年
２
月
か
ら

の
免
除
申
請
が
可
能
で
す
。

◇
問
合
せ
先　

・
徳
山
年
金
事
務
所

　

☎
０
８
３
４
‐
31
‐
２
１
５
２

・
健
康
保
険
課

　

☎
52
‐
５
８
０
９

和
30
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ

た
人
）
の
ア
マ
チ
ュ
ア
の
人

◇
応
募
方
法　

所
定
の
出
品
票
に
記

入
し
、
提
出
す
る
（
作
品
は
別
途

指
定
す
る
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ

と
）。

※
出
品
票
は
町
民
福
祉
課
に
備
え
付

け
て
あ
り
ま
す
。

◇
応
募
期
限　

４
月
21
日（
月
）

◇
応
募
先　

町
民
福
祉
課　

福
祉
係

　

☎
52
‐
５
８
１
０

◇
問
合
せ
先

　

山
口
県
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
０
８
３
‐
９
２
８
‐
２
３
８
５


